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一
九
六
四
年
に
一
〇
〇
万
人
目
の

ガ
ス
ト
ア
ル
バ
イ
タ
ー
（
外
国
人
労

働
者
）
が
ド
イ
ツ
に
入
国
し
て
か
ら

五
〇
年
が
経
過
し
た
。
ド
イ
ツ
へ
移

住
し
、
そ
の
ま
ま
残
留
し
た
外
国
人

労
働
者
は
現
在
ど
の
よ
う
な
社
会
状

況
に
あ
る
の
か
。
Ｗ
Ｓ
Ｉ
（
ハ
ン
ス

ベ
ッ
ク
ラ
ー
財
団
経
済
社
会
研
究

所
）
の
調
査
に
よ
る
と
、
大
半
が
低

い
額
の
年
金
を
受
給
し
な
が
ら
、
高

い
貧
困
リ
ス
ク
を
抱
え
て
い
る
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

予
想
に
反
し
て
帰
国
せ
ず

　
「
ガ
ス
ト
ア
ル
バ
イ
タ
ー

（G
astarbeiter

）」
と
呼
ば
れ
る

外
国
人
労
働
者
は
、
第
二
次
世
界
大

戦
後
、
労
働
力
不
足
を
補
う
た
め
に

ド
イ
ツ
が
二
国
間
協
定
（
外
国
人
労

働
者
募
集
協
定
）
を
締
結
し
て
受
入

れ
て
き
た
。
最
初
に
イ
タ
リ
ア
（
一

九
五
五
年
）、
そ
の
後
、
ス
ペ
イ
ン
、

ギ
リ
シ
ャ
（
と
も
に
一
九
六
〇
年
）、

ト
ル
コ
（
一
九
六
一
年
）、
モ
ロ
ッ

コ（
一
九
六
三
年
）、ポ
ル
ト
ガ
ル（
一

九
六
四
年
）、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
（
一
九

六
五
年
）、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
（
一

九
六
八
年
）
と
順
次
協
定
を
締
結
し

た（
１
）。

　
「
ガ
ス
ト
（
客
）」
と
い
う
呼
び
名

の
通
り
、
彼
ら
は
「
労
働
契
約
満
了

後
に
帰
国
す
る
」
と
当
初
は
考
え
ら

れ
て
い
た
。
し
か
し
、
予
想
に
反
し

て
多
く
の
者
が
残
留
し
、
ド
イ
ツ
在

住
の
外
国
人
は
、
一
九
六
一
年
か
ら

一
九
六
七
年
ま
で
の
間
に
六
八
・
六

万
人
か
ら
一
八
〇
万
人
へ
と
増
加
し

た
。
そ
の
間
の
一
九
六
四
年
九
月
一

〇
日
に
は
一
〇
〇
万
人
目
の
ガ
ス
ト

ア
ル
バ
イ
タ
ー
が
入
国
し
、
大
規
模

な
祝
賀
行
事
や
メ
デ
ィ
ア
イ
ベ
ン
ト

が
開
催
さ
れ
た
。

　

ガ
ス
ト
ア
ル
バ
イ
タ
ー
の
内
訳
を

み
る
と
、
一
九
六
〇
年
代
初
頭
は
イ

タ
リ
ア
人
の
割
合
が
も
っ
と
も
多

か
っ
た
が
、
一
九
七
〇
年
代
初
頭
か

ら
は
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
人
、
そ
し
て

最
終
的
に
は
ト
ル
コ
人
が
最
多
と

な
っ
た
。
彼
ら
の
多
く
は
、
専
用
の

バ
ラ
ッ
ク
か
ら
住
宅
等
へ
転
居
し
、

家
族
を
呼
び
寄
せ
た
り
、
現
地
で
結

婚
し
た
り
し
て
ド
イ
ツ
で
暮
ら
す
よ

う
に
な
っ
た
。
企
業
側
も
、
せ
っ
か

く
技
能
を
習
得
し
た
外
国
人
労
働
者

を
辞
め
さ
せ
て
ま
で
、
新
た
な
求
人

手
続
き
や
新
規
従
業
員
に
対
す
る
訓

練
費
の
追
加
負
担
を
し
よ
う
と
し
な

か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
時
間
の
経
過

と
と
も
に
彼
ら
の
滞
在
は
長
期
化
し
、

人
数
も
増
え
、
受
入
れ
に
伴
う
諸
問

題
な
ど
が
浮
上
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
一
九
七
三
年

一
一
月
、
石
油
危
機
が
契
機
と
な
っ

て
協
定
に
よ
る
外
国
人
労
働
者
の
募

集
が
停
止
さ
れ
た
。
募
集
停
止
後
、

ド
イ
ツ
の
外
国
人
数
は
、
一
九
七
〇

年
代
末
ま
で
ほ
ぼ
一
定
で
推
移
し
た

（
２
）。
こ
の
間
に
当
時
の
Ｅ
Ｃ
（
欧

州
共
同
体
）
加
盟
国
出
身
者
は
、
労

働
許
可
の
取
得
が
不
要
に
な
っ
た
。

ま
た
、
一
九
七
五
年
か
ら
は
ド
イ
ツ

国
外
に
い
る
外
国
人
の
子
に
支
給
さ

れ
る
子
ど
も
手
当
が
、
国
内
で
暮
ら

す
場
合
よ
り
も
低
く
設
定
さ
れ
た
た

め
、
外
国
人
労
働
者
が
家
族
を
ド
イ

ツ
に
呼
び
寄
せ
る
動
き
が
加
速
し
た
。

労
働
と
所
得
の
動
向

　

一
九
六
〇
年
代
に
ド
イ
ツ
に
移
住

し
た
ガ
ス
ト
ア
ル
バ
イ
タ
ー
の
多
く

は
、
入
国
翌
日
に
は
建
設
現
場
や
工

場
の
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ヤ
ー
に
配
置
さ

れ
て
働
い
た
。
大
半
は
若
い
男
性
で
、

短
期
間
に
稼
ぎ
、
そ
の
後
は
本
国
に

戻
る
と
い
う
希
望
を
抱
い
て
ド
イ
ツ

に
来
た
者
ば
か
り
だ
っ
た
。
従
っ
て
、

彼
ら
の
労
働
力
率
は
当
時
の
ド
イ
ツ

平
均
を
上
回
り
、
失
業
率
は
平
均
を

大
幅
に
下
回
っ
て
い
た
。
一
九
六
〇

年
代
か
ら
七
〇
年
代
初
頭
に
か
け
て

は
、
多
く
が
鉄
・
金
属
製
造
業
、
鉱

業
、
化
学
産
業
な
ど
、
大
企
業
が
多

勢
を
占
め
る
産
業
で
働
い
て
い
た

（
一
九
七
二
年
時
点
で
、
外
国
人
労

働
者
の
四
一
％
が
従
業
員
数
五
〇
〇

人
以
上
の
大
企
業
で
働
い
て
い
た
が
、

そ
の
よ
う
な
大
企
業
で
働
く
者
は
ド

イ
ツ
の
総
雇
用
数
に
お
い
て
は
約
四

分
の
一
の
み
だ
っ
た
）。
所
得
面
を

み
る
と
、一
九
七
二
年
に
は
、七
〇
％

強
が
単
純
（
未
熟
練
）
労
働
者
で
、

こ
の
状
況
が
、
外
国
人
労
働
者
が
低

賃
金
層
に
占
め
る
数
が
過
度
に
多
い

一
因
と
な
っ
た
。
平
均
時
給
は
、
ド

イ
ツ
人
労
働
者
の
平
均
を
下
回
っ
て

い
た
が
、
特
別
手
当
が
支
給
さ
れ
る

危
険
仕
事
等
を
引
き
受
け
る
こ
と
で

そ
れ
を
補
填
し
て
い
た
。
ま
た
、「
短

期
間
で
可
能
な
限
り
稼
ぐ
」
と
い
う

目
標
か
ら
、
多
く
の
者
は
超
過
勤
務

を
い
と
わ
ず
、
外
国
人
男
性
の
月
労

働
時
間
は
、
三
六
％
が
二
〇
〇
時
間

を
超
え
、
さ
ら
に
二
〇
％
は
二
二
〇

時
間
を
超
え
て
い
た
。
こ
う
し
た
長

時
間
に
わ
た
る
超
過
勤
務
の
結
果
、

外
国
人
労
働
者
の
平
均
総
月
額
賃
金

は
一
九
七
二
年
に
は
ド
イ
ツ
人
と
ほ

ぼ
拮
抗
し
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
こ
の
状
況
は
、
募
集
停

止
後
の
景
気
停
滞
期
に
大
き
く
様
変

わ
り
す
る
。
外
国
人
の
就
業
可
能
人

口
に
対
す
る
社
会
保
険
加
入
義
務
の

あ
る
就
業
者
割
合
は
、
一
九
七
二
年

の
八
三
・
七
％
か
ら
一
九
七
九
年
に

は
六
五
・
二
％
へ
と
激
減
し
、
外
国

人
の
失
業
率
が
ド
イ
ツ
人
の
水
準
を

上
回
る
よ
う
に
な
っ
た
。
他
方
、
超

過
勤
務
等
が
減
少
し
、
外
国
人
の
低

い
時
給
は
、
月
額
総
賃
金
に
お
け
る

ド
イ
ツ
人
と
の
格
差
に
も
反
映
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
（
前
述
の
通
り
一

九
七
二
年
に
は
三
六
％
が
月
二
〇
〇

時
間
強
の
労
働
を
行
っ
て
い
た
が
、

こ
の
割
合
は
一
九
八
〇
年
ま
で
に
一

四
％
へ
低
下
し
、
さ
ら
に
一
九
八
五

年
に
は
八
％
に
ま
で
低
下
し
た
）。

協
定
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
に
移
住
し
、

残
留
し
た
者
の
多
く
は
、
ド
イ
ツ
人

が
嫌
が
る
仕
事
（
石
炭
採
掘
や
ゴ
ミ

収
集
等
）を
引
き
受
け
、そ
れ
に
よ
っ

て
、
多
く
の
ド
イ
ツ
人
は
社
会
的
な

昇
進
が
可
能
に
な
っ
た
。
し
か
し
、

こ
れ
は
ド
イ
ツ
社
会
と
一
線
を
画
す

る
外
国
人
の
下
層
階
級
を
生
み
出
す

こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
経
緯
で
主
に
利
益
を

得
た
の
は
、
一
部
の
企
業
で
あ
る
。

企
業
か
ら
み
れ
ば
、
ガ
ス
ト
ア
ル
バ

イ
タ
ー
は
生
産
を
拡
大
し
、
賃
金
上

昇
を
緩
和
し
、
低
い
時
給
で
高
い
利

益
と
経
済
成
長
の
維
持
に
貢
献
し
て

く
れ
る
存
在
だ
っ
た
。
も
っ
と
も
こ

れ
に
よ
り
採
算
性
の
な
い
事
業
が
継

続
し
、
労
働
力
を
節
減
す
る
機
械
へ

の
投
資
が
お
ろ
そ
か
に
な
っ
た
面
も

あ
る
。
そ
し
て
、
遅
れ
な
が
ら
も
よ

う
や
く
構
造
変
化
が
始
ま
る
と
、
今

度
は
外
国
人
労
働
者
の
ポ
ス
ト
が
過

剰
に
な
っ
た
。
最
終
的
に
外
国
人
の

低
収
入
と
失
業
増
加
は
、
現
在
の
低

い
年
金
受
給
額
と
高
い
貧
困
リ
ス
ク

（
３
）に
姿
を
変
え
た
。

低
い
年
金
と
高
い
貧
困
リ
ス
ク

　

図
表
１
は
公
的
老
齢
年
金
の
平
均

受
給
月
額
を
、
国
籍
や
男
女
別
に
示

し
た
も
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
と
社
会

保
障
協
定
を
締
結
し
た
国
か
ら
追
加

的
な
年
金
所
得
を
得
て
い
る
者
は
除

外
す
る
。
な
お
、
こ
こ
で
留
意
し
た

い
の
は
、
こ
れ
は
公
的
老
齢
年
金
の

受
給
額
で
あ
っ
て
、
個
人
の
総
収
入

海
外
労
働
事
情

ド
イ
ツ

ガ
ス
ト
ア
ル
バ
イ
タ
ー
の
歴
史
と
現
状

―
―
Ｗ
Ｓ
Ｉ
調
査
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で
は
な
い
点
で
あ
る
（
公
的
年
金
の

ほ
か
に
、
た
と
え
ば
企
業
年
金
や
そ

の
他
の
収
入
に
よ
っ
て
も
補
足
さ
れ

て
い
る
可
能
性
は
あ
る
）。

　

図
表
１
か
ら
、
協
定
国
か
ら
移
住

し
た
外
国
人
の
年
金
受
給
者
は
、
ド

イ
ツ
人
よ
り
も
低
額
の
年
金
を
受
給

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ガ
ス
ト

ア
ル
バ
イ
タ
ー
の
中
で
最
多
を
占
め

る
ト
ル
コ
人
は
、
男
女
と
も
に
特
に

受
給
額
が
低
い
が
、
彼
ら
は
無
資
格

や
低
資
格
者
が
多
く
、
低
賃
金
と
高

失
業
率
で
特
徴
付
け
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
図
表
２
を
見
る
と
、
六
五

歳
以
上
の
協
定
国
出
身
外
国
人
は
、

明
ら
か
に
ド
イ
ツ
人
と
比
較
し
て
貧

困
リ
ス
ク
が
高
い
。
こ
の
調
査
か
ら

も
、
ト
ル
コ
人
高
齢
者
が
突
出
し
て

高
い
貧
困
リ
ス
ク
を
抱
え
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。
ト
ル
コ
人
に
次
い
で

人
数
が
多
い
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
人
高

齢
者
の
貧
困
リ
ス
ク
率
は
三
七
％
と

控
え
め
な
数
値
に
み
え
る
が
、
そ
れ

で
も
ド
イ
ツ
人
と
比
較
す
る
と
相
当

に
高
い
。

当
時
の
受
け
入
れ
策
が 

も
た
ら
し
た
も
の

　

ド
イ
ツ
で
は
当
時
、
ガ
ス
ト
ア
ル

バ
イ
タ
ー
の
受
け
入
れ
は
、
一
種
の

開
発
援
助
政
策
と
し
て
理
解
さ
れ
た
。

協
定
国
側
は
、
労
働
者
の
送
り
出
し

に
よ
る
自
国
の
労
働
市
場
の
負
担
軽

減
、
ド
イ
ツ
か
ら
の
技
術
や
ノ
ウ
ハ

ウ
の
移
転
、
外
貨
の
獲

得
な
ど
に
期
待
を
寄
せ

て
い
た
。
ま
た
、
ド
イ

ツ
の
使
用
者
に
と
っ
て

は
生
産
と
利
潤
の
確
保

を
も
た
ら
し
、
ド
イ
ツ

人
労
働
者
に
と
っ
て
は

昇
進
を
容
易
に
し
、
ガ

ス
ト
ア
ル
バ
イ
タ
ー
自

身
に
と
っ
て
は
短
期
間

で
稼
ぎ
、
成
功
者
と
し

て
帰
国
で
き
る
政
策
だ

と
思
わ
れ
た
。
さ
ら
に

帰
国
を
前
提
と
し
た
時

限
的
な
政
策
で
あ
る
点

で
も
、
関
係
者
の
考
え

は
一
致
し
て
い
た
。

　

確
か
に
、
こ
の
政
策

が
意
図
し
た
通
り
の
利

益
を
得
た
者
も
い
る
が
、

実
際
の
と
こ
ろ
、
残
留

し
て
ド
イ
ツ
社
会
の
一
員
に
な
っ
た

ガ
ス
ト
ア
ル
バ
イ
タ
ー
の
現
状
を
見

る
と
、
彼
ら
の
多
く
は
高
齢
者
に

な
っ
て
も
社
会
の
底
辺
に
高
い
割
合

で
属
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

Ｗ
Ｓ
Ｉ
は
報
告
の
中
で
、「
移
住
政

策
を
経
済
政
策
上
の
目
的
の
た
め
の

道
具
と
し
て
利
用
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
前
提
と
な
っ
た
経
済
問
題
が
忘

れ
去
ら
れ
た
後
も
、
政
策
の
影
響
が

当
事
者
や
社
会
で
存
在
し
続
け
る
こ

と
を
熟
慮
す
べ
き
で
あ
る
」
と
結
論

付
け
て
い
る
。

新
た
な
外
国
人
移
住
の
波

　

現
在
ド
イ
ツ
は
、
Ｅ
Ｕ
拡
大
の
も

と
で
域
内
に
お
け
る
新
た
な
移
住
の

波
を
迎
え
て
い
る
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
は
こ

の
動
き
に
つ
い
て
、「
短
期
間
で
こ
の

よ
う
な
移
住
の
急
増
は
稀
で
あ
り
、

明
ら
か
に
ド
イ
ツ
へ
の
移
住
ブ
ー
ム

が
起
き
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る

（
図
表
３
）。
移
住
者
に
は
、
か
つ

て
の
協
定
国
で
あ
る
イ
タ
リ
ア
、
ス

ペ
イ
ン
、
ギ
リ
シ
ャ
な
ど
の
南
欧
諸

国
の
ほ
か
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ブ
ル
ガ

リ
ア
、
ル
ー
マ
ニ
ア
が
多
い
。

　

近
年
、
Ｅ
Ｕ
域
内
か
ら
ド
イ
ツ
へ

移
住
し
た
者
の
大
半
は
職
が
あ
り
、

二
〇
〇
七
年
以
前
の
移
住
者
よ
り
高

い
技
能
を
有
し
て
い
る
。
か
つ
て
受

入
れ
た
外
国
人
労
働
者
の
状
況
と
か

な
り
相
違
が
あ
る
も
の
の
、
受
け
入

れ
を
め
ぐ
る
議
論
の
大
半
は
、
外
国

人
労
働
者
が
及
ぼ
す
現
在
の
経
済
的

な
利
益
と
不
利
益
に
集
中
し
て
い
る
。

多
く
の
場
合
、
外
国
人
の
受
入
れ
は
、

「
外
国
人
、
熟
練
労
働
者
／
未
熟
練

労
働
者
不
足
へ
の
対
応
策
」、
あ
る

い
は
「
年
金
制
度
の
将
来
的
な
資
金

調
達
問
題
へ
の
対
応
策
」
と
解
釈
さ

れ
る
。
他
方
で
、「
Ｅ
Ｕ
域
内
移
住
者

の
増
加
は
、
域
内
市
場
の
深
化
に
向

け
た
動
き
」
と
み
な
し
、「
国
際
収
支

の
均
衡
へ
の
寄
与
、
結
果
と
し
て

ユ
ー
ロ
の
安
定
化
へ
の
寄
与
」
と
い

う
点
に
着
目
す
る
見
方
も
あ
る
。
い

ず
れ
の
立
場
も
、
中
心
に
あ
る
の
は

経
済
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
外
国
人
労

働
者
の
機
能
で
あ
り
、
外
国
人
労
働

者
自
身
に
と
っ
て
の
、
あ
る
い
は
そ

れ
を
受
け
入
れ
る
社
会
に
お
い
て
の

中
長
期
的
な
影
響
に
つ
い
て
は
あ
ま

り
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。

　

そ
の
点
で
、
今
回
の
Ｗ
Ｓ
Ｉ
報
告

は
、
新
た
な
視
点
を
提
供
す
る
も
の

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

［
注
］

１　

本
文
中
の
「
ド
イ
ツ
」
は
一
九
四
九

年
か
ら
一
九
九
〇
年
ま
で
の
間
は
「
旧

西
ド
イ
ツ
」
を
、「
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
」

は
一
九
九
一
年
以
降
、「
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ

ビ
ア
の
継
承
国
」
を
指
す
。

２　

募
集
停
止
後
も
短
期
滞
在
の
外
国
人

労
働
者
に
つ
い
て
は
、
二
国
間
協
定
等

に
よ
り
継
続
的
に
受
入
れ
て
お
り
、
そ

の
対
象
と
な
る
職
種
も
拡
大
さ
れ
て
き

た
。

３　

高
齢
者
の
貧
困
リ
ス
ク
率
は
、
Ｅ
Ｕ

の
定
義
に
基
づ
き
、「
基
準
と
す
る
所
得

の
中
央
値
の
六
割
に
満
た
な
い
場
合
、

貧
困
リ
ス
ク
に
瀕
す
る
」
と
し
て
い
る
。

【
参
考
資
料
】

W
SI R

eport (2014) D
ie G

astarbeiter, 
G

eschichte und aktuelle soziale Lage.

資
料
シ
リ
ー
ズ 

№
46 

（
二
〇
〇
八
年
）『
諸

外
国
の
外
国
人
労
働
者
受
入
れ
制
度
と

実
態
』
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
。

O
E

C
D

 (2014) Is m
igration really 

increasing? M
igration Policy D

ebates, 
O

EC
D

.

（
国
際
研
究
部
）

1109
1003 963

873 868
742

572 545
479 467 464
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図表１　公的老齢年金の平均受給月額（ユーロ、2012 年）

図表２　65 歳以上の貧困リスク率、2012 年（％）

図表 3　EU域内の国／地域からドイツへの流入推移
（2010 ～ 2013）

合計 男性 女性
ドイツ人 12.5 9.8 14.5
協定国出身外国人 41.8 39.5 45.2

そのうちユーゴスラビア人 37.0 32.7 43.3
そのうちトルコ人 54.7 53.9 55.6

資料出所：Mikrozensus.
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資料出所：OECD（2014）。

資料出所：Sonderauswertung der Deutschen Rentenversicherung Bund.
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企
業
が
売
却
を
計
画
す
る
際
、
事

前
に
従
業
員
代
表
に
通
知
す
る
こ
と

を
義
務
付
け
る
制
度
が
二
〇
一
四
年

一
一
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
七

月
に
成
立
し
た
社
会
連
帯
経
済
法
に

よ
る
措
置
で
あ
る
。
今
回
の
改
正
で

対
象
と
な
る
の
は
、
従
業
員
規
模
二

五
〇
人
未
満
の
企
業
。
健
全
な
企
業

が
買
収
先
の
不
在
を
理
由
と
し
て
倒

産
し
て
し
ま
う
こ
と
を
回
避
す
る
目

的
を
も
っ
て
い
る
。

立
法
の
背
景

　

社
会
連
帯
経
済
は
、
一
般
的
に
は
、

協
同
組
合
や
共
済
組
合
な
ど
一
九
世

紀
か
ら
発
展
し
て
き
た
各
種
の
非
営

利
組
織
が
行
う
活
動
と
と
も
に
、
七

〇
年
代
以
降
の
社
会
的
不
平
等
の
是

正
や
弱
者
救
済
の
た
め
の
社
会
復
帰

施
設
の
運
営
、
環
境
保
護
の
た
め
の

連
帯
運
動
、
既
存
の
公
共
サ
ー
ビ
ス

や
市
場
原
理
に
基
づ
く
企
業
で
は
満

た
さ
れ
な
い
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
た

め
の
活
動
な
ど
を
行
う
。
フ
ラ
ン
ス

で
は
社
会
連
帯
経
済
に
取
り
組
む
企

業
二
〇
万
社
が
二
〇
〇
万
人
以
上
を

雇
用
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。
こ
れ

は
民
間
部
門
被
用
者
全
体
の
八
分
の

一
に
相
当
す
る
。
社
会
連
帯
経
済
は

過
去
一
〇
年
間
で
四
四
万
人
の
新
規

雇
用
を
生
み
出
し
た
。
こ
れ
は
、
二

三
％
と
い
う
高
い
伸
び
率
で
あ
り
、

伝
統
的
な
経
済
の
七
％
を
大
き
く
上

回
る（
１
）。

政
府
と
し
て
社
会
連
帯
経
済

を
支
援

　

社
会
連
帯
経
済
法
（
通
称
ア
モ
ン

法
）（
２
）は
、「
社
会
連
帯
経
済
」
を

定
義
付
け
し
た
上
で
、
そ
の
定
義
に

該
当
す
る
経
営
組
織
に
対
し
て
公
的

な
支
援
を
行
い
、
関
連
す
る
部
門
の

振
興
を
促
進
す
る
内
容
と
な
っ
て
い

る
。

　

同
法
は
タ
イ
ト
ル
Ⅰ
第
二
条
に
お

い
て
、
社
会
連
帯
経
済
を
次
の
よ
う

に
定
義
付
け
し
て
い
る
。

１
．
経
済
的
ま
た
は
社
会
的
地
位
が

不
安
定
で
あ
り
、
健
康
面
で
社
会

的
援
助
を
必
要
と
し
て
い
る
者
の

た
め
の
支
援
活
動

２
．
社
会
的
な
排
除
の
対
象
と
な
っ

た
り
、健
康
面
、経
済
面
、文
化
面

で
不
平
等
な
状
態
に
あ
る
者
へ
の

対
策
の
た
め
、
市
民
教
育
を
行
い
、

社
会
的
な
絆
や
結
束
を
維
持
し
強

化
す
る
こ
と
に
貢
献
す
る
活
動

３
．
上
記
１
．
お
よ
び
２
．
で
あ
げ

た
目
的
と
関
連
す
る
も
の
で
、
エ

ネ
ル
ギ
ー
移
転
ま
た
は
国
際
的
な

連
帯
に
資
す
る
活
動

　

そ
の
上
で
、
政
府
と
し
て
社
会
連

帯
経
済
を
促
進
す
る
た
め
に
、
首
相

直
属
の
社
会
連
帯
経
済
評
議
会
を
設

置
し
（
第
四
条
）、
行
政
機
関
と
連

携
す
る
措
置
を
取
っ
た
。
ま
た
、
全

国
規
模
の
代
表
機
関
で
あ
る
社
会
連

帯
経
済
会
議
所
が
設
置
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
（
第
五
条
）。
そ
の
他
、

協
同
組
合
（coopérative

）
の
設

立
や
活
動
を
支
援
す
る
協
同
組
合
振

興
基
金
の
創
設
（
第
二
三
条
）
や
協

同
組
合
の
資
金
調
達
を
容
易
に
す
る

措
置
（
第
二
四
条
）
な
ど
が
あ
る
。

従
業
員
へ
の
事
業
譲
渡
を
容
易
に

　

同
法
に
は
ま
た
、
企
業
が
自
社
の

売
却
を
計
画
す
る
場
合
に
、
会
社
側

か
ら
従
業
員
側
へ
通
知
す
る
義
務
が

新
た
に
導
入
さ
れ
た
。
従
業
員
が
Ｓ

Ｃ
Ｏ
Ｐ（
３
）と
呼
ば
れ
る
協
同
組
合

組
織
に
よ
っ
て
自
社
を
買
い
取
っ
て

事
業
を
継
承
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ

と
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
従
業
員

数
五
〇
人
以
上
、
二
五
〇
人
未
満
の

中
小
企
業（
４
）で
、
自
社
の
売
却
を

計
画
す
る
経
営
者
は
、
売
却
予
定
の

二
カ
月
前
に
従
業
員
代
表
に
そ
の
旨

通
知
す
る
必
要
が
あ
る
（
同
法
第
一

八
条
か
ら
二
〇
条
）。
こ
の
条
項
は
、

健
全
な
企
業
で
あ
り
な
が
ら
買
収
者

が
い
な
い
た
め
に
倒
産
し
て
し
ま
う

多
く
の
企
業
が
存
在
す
る
こ
と
へ
の

問
題
意
識
と
し
て
、
企
業
が
事
業
継

続
し
雇
用
の
喪
失
を
防
ぐ
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
る
。
商
業
・
手
工
業
・

消
費
・
社
会
連
帯
経
済
担
当
の
キ
ャ

ロ
ル
・
デ
ル
ガ
大
臣
に
よ
る
と
、
こ

の
よ
う
な
企
業
倒
産
の
た
め
に
、
毎

年
、
二
万
六
〇
〇
〇
人
の
雇
用
が
失

わ
れ
て
い
る
と
い
う
。
二
月
二
四
日

に
成
立
し
た
フ
ロ
ラ
ン
ジ
ュ
法（
５
）

の
工
場
閉
鎖
を
計
画
す
る
場
合
に
事

業
継
承
を
優
先
す
る
と
い
う
趣
旨
を

強
化
す
る
意
味
合
い
も
あ
る
。

使
用
者
と
与
党
内
に
反
対
意
見

　

だ
が
、
経
営
者
団
体
は
こ
の
措
置

に
つ
い
て
、
企
業
経
営
の
自
由
を
侵

害
す
る
措
置
だ
と
し
て
反
発
。
フ
ラ

ン
ス
企
業
運
動
（
Ｍ
Ｅ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
）
及

び
中
小
企
業
総
連
盟（
Ｃ
Ｇ
Ｐ
Ｍ
Ｅ
）

は
、
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
企
業
買
収

に
よ
る
事
業
継
続
が
促
進
さ
れ
る
こ

と
が
な
い
ば
か
り
か
、
企
業
経
営
が

一
層
煩
雑
に
な
っ
て
ダ
メ
ー
ジ
を
受

け
る
と
し
た
上
で
、
ま
る
で
木
製
の

足
に
湿
布
を
貼
る
よ
う
な
意
味
の
な

い
こ
と
だ
と
揶
揄
し
て
い
る
。
一
方
、

労
組
側
に
と
っ
て
も
懐
疑
的
な
見
解

が
あ
る
。
労
働
総
同
盟
（
Ｃ
Ｇ
Ｔ
）

は
、
こ
の
措
置
は
先
進
的
だ
が
多
く

の
不
確
実
性
を
は
ら
ん
で
い
る
と
指

摘
す
る（
６
）。
定
義
付
け
の
範
囲
が
、

使
用
者
に
と
っ
て
好
都
合
に
拡
大
解

釈
さ
れ
る
と
、
従
来
の
企
業
形
態
と

社
会
連
帯
経
済
と
の
間
の
違
い
が
曖

昧
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
、
従
来
か

ら
あ
る
共
済
組
合
や
ア
ソ
シ
ア
シ
オ

ン（
７
）に
対
し
て
脅
威
と
な
る
側
面

を
含
ん
で
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の

法
律
の
条
文
は
労
働
組
合
に
と
っ
て

建
設
的
な
も
の
で
あ
る
と
受
け
止
め

て
い
る
が
、
法
律
の
実
効
段
階
を
注

視
し
警
戒
す
る
活
動
を
続
け
て
い
く

と
し
て
い
る
。
経
営
者
団
体
に
よ
る

ロ
ビ
ー
活
動
も
活
発
化
し
て
お
り
、

政
府
与
党
内
に
も
同
調
す
る
声
が
あ

る
。
社
会
連
帯
経
済
担
当
省
は
同
法

の
実
施
状
況
を
評
価
す
る
た
め
の
調

査
を
行
い
、
二
〇
一
五
年
の
早
い
段

階
ま
で
に
同
法
に
よ
る
措
置
の
具
体

的
な
手
続
き
や
条
件
を
明
確
化
す
る

予
定
と
し
て
い
る
。

［
注
］

１　

フ
ラ
ン
ス
大
使
館
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
と

社
会
的
連
帯
経
済
に
つ
い
て
の
概
説
参
照
。

 

（http://w
w

w
.am

bafrance-jp.org/
article7075

）

２　

社
会
連
帯
経
済
に
関
す
る
二
〇
一
四

年
七
月
三
一
日
の
法
（L

oi relative à 
l'économ

ie sociale et solidaire

）。
一

三
年
七
月
に
、
当
時
の
モ
ス
コ
ビ
シ
経

済
財
務
大
臣
か
ら
社
会
的•

連
帯
経
済

担
当
を
委
任
さ
れ
た
国
民
議
会
の
ブ
ノ

ア
・
ア
モ
ン
議
員
が
提
出
し
た
法
案
に

基
づ
く
。

３　

参
加
型
協
同
組
合
（S

ociétés 
coopératives participatives

）

４　

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
中
小
企
業

（petites et m
oyennes entreprises

）

と
は
、
年
間
売
上
高
五
〇
〇
〇
万
ユ
ー

ロ
未
満
で
あ
る
か
、
貸
借
対
照
表
の
合

計
額
が 

四
三
〇
〇
万
ユ
ー
ロ
を
超
え
な

い
企
業
の
こ
と
を
い
う
。

５　

フ
ロ
ラ
ン
ジ
ュ
法
に
つ
い
て
は
、
当

機
構
の
国
別
労
働
ト
ピ
ッ
ク
・
フ
ラ
ン

ス
二
〇
一
四
年
四
月
を
参
照
。

 

（http://w
w

w
.jil.go.jp/foreign/

jihou/2014_4/france_01.htm

）

６　

Ｃ
Ｇ
Ｔ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照

 

（http://w
w

w
.cgt.fr/D

es-avancees-et-
beaucoup-d.htm

l

）

７　

文
化
、
教
育
、
社
会
活
動
な
ど
を
行

う
非
営
利
団
体

【
参
考
資
料
】

社
会
連
帯
経
済
法
に
関
す
る
政
府
サ
イ
ト

（http://w
w

w
.econom

ie.gouv.fr/loi-
sur-leconom

ie-sociale-et-solidaire-est-
prom

ulguee

）

服
部
有
希
（
二
〇
一
四
）「【
フ
ラ
ン
ス
】 

社

会
的
連
帯
経
済
法
―
利
益
追
求
型
経
済

か
ら
社
会
の
再
生
へ
―
」『
外
国
の
立
法
』

(

二
〇
一
四
年
一
一
月)　

国
立
国
会
図

書
館
調
査
及
び
立
法
考
査
局

（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
最
終
閲
覧
：
二
〇
一
四

年
一
一
月
二
五
日
）

（
国
際
研
究
部　

北
澤
謙
）

フ
ラ
ン
ス

従
業
員
代
表
に
企
業
売
却
計
画
の
事
前

通
知
を
義
務
付
け
―
―
社
会
連
帯
経
済

法
の
一
環
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広
東
省
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員

会
は
九
月
二
八
日
、
一
九
九
六
年
の

「
企
業
集
団
契
約
条
例
」
を
修
正
し

た
「
企
業
集
団
協
議
お
よ
び
集
団
契

約
条
例
」（
以
下「
新
条
例
」と
い
う
）

を
二
〇
一
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
と
公
表
し
た
。
新
条
例
は
、
広

東
省
が
進
め
る
労
働
者
の
権
利
を
強

化
す
る
政
策
の
動
向
を
反
映
し
、
集

団
協
議
お
よ
び
集
団
契
約
の
内
容
、

方
式
や
紛
争
解
決
方
法
な
ど
に
つ
い

て
詳
細
に
規
定
し
て
い
る
。

集
団
協
議
の
協
議
事
項

　

新
条
例
は
集
団
協
議
お
よ
び
集
団

契
約
の
定
義
に
関
す
る
規
定
を
詳
細

化
し
た
。
集
団
協
議
は
、
賃
金
報
酬
、

労
働
時
間
、
休
憩
休
暇
、
労
働
安
全

衛
生
、
保
険
福
利
な
ど
の
事
項
に
つ

い
て
、
従
業
員
と
企
業
の
間
で
相
談

す
る
行
為
で
あ
る
。
集
団
契
約
は
、

集
団
協
議
の
結
果
、
従
業
員
と
企
業

の
間
で
合
意
に
達
し
た
事
項
に
関
し

て
締
結
さ
れ
る
契
約
で
あ
る
。

　

新
条
例
は
、
従
業
員
と
企
業
が
行

う
集
団
協
議
の
内
容
を
よ
り
明
確
化

し
た
。
そ
の
内
容
は
、
①
労
働
報
酬

の
決
定
お
よ
び
増
減
、
②
労
働
時
間

の
延
長
方
法
、
特
別
職
種
の
労
働
時

間
、
労
働
ノ
ル
マ
基
準
の
設
定
な
ど

の
労
働
時
間
制
度
、
③
休
憩
時
間
、

週
休
・
年
休
の
取
得
方
法
、
標
準
労

働
時
間
を
実
行
で
き
な
い
従
業
員
の

休
憩
・
休
暇
、
④
労
働
安
全
衛
生
、

⑤
保
険
お
よ
び
福
利
、
⑥
女
性
お
よ

び
未
成
年
労
働
者
の
保
護
、
⑦
集
団

契
約
の
違
約
責
任
、
⑧
労
使
双
方
が

協
議
す
べ
き
と
認
め
る
そ
の
他
の
事

項
―
―
で
あ
る
。

　

新
条
例
に
は
、
賃
金
に
関
す
る
集

団
協
議
事
項
や
参
考
事
項
な
ど
も
加

え
ら
れ
た
。
賃
金
集
団
協
議
事
項
は
、

①
賃
金
水
準
、
賃
金
配
分
方
式
、
そ

の
他
の
賃
金
配
分
事
項
お
よ
び
賃
金

支
払
い
方
法
、
②
従
業
員
の
年
間
平

均
賃
金
お
よ
び
調
整
幅
、
調
整
方
法
、

③
試
用
期
間
、
病
気
休
暇
等
の
休
暇

期
間
の
賃
金
待
遇
、
④
双
方
が
協
議

す
べ
き
と
認
め
る
そ
の
他
の
賃
金
に

関
す
る
事
項
―
―
な
ど
で
あ
る
。

　

新
条
例
は
、
賃
金
集
団
協
議
を
行

う
際
に
参
考
と
す
べ
き
事
項
と
し
て
、

①
企
業
の
労
働
生
産
性
と
経
済
利
益
、

②
前
年
度
の
従
業
員
の
賃
金
総
額
お

よ
び
平
均
賃
金
、
③
所
在
地
の
人
力

資
源
社
会
保
障
部
が
公
表
し
た
企
業

賃
上
げ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
お
よ
び
労
働

市
場
に
お
け
る
賃
金
水
準
、
④
当
該

地
域
政
府
の
統
計
機
関
が
公
表
し
た

都
市
住
民
の
消
費
者
物
価
指
数
、
⑤

当
該
地
域
の
最
低
賃
金
、
関
連
政
府

機
関
が
公
表
し
た
地
域
・
産
業
別
平

均
賃
金
の
上
昇
率
、
⑥
そ
の
他
の
賃

金
集
団
協
議
に
関
す
る
事
項
―
―
を

あ
げ
て
い
る
。

　

新
条
例
は
、
従
業
員
と
企
業
が
集

団
協
議
を
行
う
際
に
、
賃
金
引
き
上

げ
、
賃
金
据
え
置
き
、
賃
金
引
き
下

げ
な
ど
を
提
案
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
規
定
し
て
い
る
。
従
業
員
側
は
企

業
の
利
益
状
況
、
所
在
地
の
人
民
政

府
が
公
表
し
た
賃
金
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、

当
該
地
域
の
賃
金
上
昇
率
や
同
一
産

業
の
賃
金
水
準
な
ど
の
要
素
に
基
づ

き
、
賃
金
引
き
上
げ
を
提
案
す
る
。

企
業
は
年
度
の
深
刻
な
損
失
状
況
や
、

物
価
、
政
府
の
賃
金
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

な
ど
の
要
素
を
考
慮
し
、
賃
金
据
え

置
き
、
賃
金
引
き
下
げ
な
ど
を
提
案

す
る
。

集
団
協
議
・
集
団
契
約
の
手
続
き

　

集
団
協
議
の
代
表
者
は
労
使
双
方

か
ら
三
～
九
人
ず
つ
選
出
し
、
そ
の

う
ち
双
方
一
人
が
首
席
代
表
者
を
務

め
る
。
大
規
模
企
業
で
従
業
員
数
が

多
い
場
合
、
代
表
者
数
の
増
加
が
認

め
ら
れ
る
。
従
業
員
側
の
首
席
代
表

者
は
工
会
が
派
遣
す
る
か
工
会
で
民

主
的
に
選
出
さ
れ
た
者
、
企
業
側
の

首
席
代
表
者
は
法
定
代
表
人
も
し
く

は
法
定
代
表
人
が
書
面
で
委
任
す
る

管
理
責
任
者
が
そ
れ
ぞ
れ
務
め
る
。

　

集
団
協
議
は
、
通
常
一
年
に
一
回

行
う
。
従
業
員
の
半
数
以
上
ま
た
は

従
業
員
代
表
大
会
で
半
数
以
上
の
提

議
が
あ
っ
た
場
合
、
工
会
は
企
業
に

集
団
協
議
の
要
請
書
を
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
労
使
の
ど
ち
ら
か

が
集
団
協
議
を
希
望
す
る
場
合
、
書

面
で
相
手
方
に
要
請
し
、
要
請
を
受

け
た
側
は
三
〇
日
以
内
に
書
面
で
回

答
す
る
義
務
が
あ
る
。
集
団
協
議
の

実
施
期
限
は
要
請
書
の
提
出
か
ら
三

カ
月
以
内
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、

労
使
の
合
意
に
よ
り
六
〇
日
間
延
長

で
き
る
。

　

労
使
双
方
の
代
表
が
協
議
し
て
合

意
に
達
し
た
集
団
契
約
草
案
は
、
全

従
業
員
の
三
分
の
二
以
上
が
参
加
す

る
従
業
員
代
表
大
会
で
討
議
さ
れ
、

従
業
員
側
代
表
者
の
全
員
ま
た
は
全

従
業
員
の
半
数
以
上
の
賛
成
に
よ
っ

て
採
択
さ
れ
る
。
企
業
は
、
集
団
契

約
の
締
結
後
七
日
以
内
に
所
在
地
の

人
力
資
源
社
会
保
障
部
に
集
団
契
約

を
提
出
し
、
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　

集
団
契
約
の
有
効
期
間
は
一
～
三

年
で
あ
る
。
労
使
双
方
は
相
手
方
に

対
し
、
期
間
満
了
の
三
カ
月
前
ま
で

に
、
新
た
に
契
約
を
締
結
す
る
か
ま

た
は
現
行
契
約
を
継
続
す
る
か
を
申

し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

集
団
協
議
中
の
禁
止
行
為

　

新
条
例
は
、
集
団
協
議
中
の
従
業

員
と
企
業
の
禁
止
行
為
と
し
て
、
①

正
当
な
理
由
な
く
、
故
意
に
集
団
協

議
を
拒
絶
ま
た
は
引
き
延
ば
す
こ
と
、

②
相
手
方
の
代
表
者
を
威
嚇
ま
た
は

利
益
に
よ
り
誘
惑
す
る
こ
と
、
③
暴

力
、
脅
迫
ま
た
は
そ
の
他
の
不
法
手

段
に
よ
り
集
団
協
議
の
秩
序
を
か
く

乱
、
破
壊
す
る
こ
と
、
④
関
係
者
の

人
身
の
自
由
を
制
限
し
、
あ
る
い
は

侮
辱
、
脅
迫
、
暴
力
傷
害
を
行
う
こ

と
、
⑤
そ
の
他
の
対
立
を
激
化
さ
せ

る
行
為
を
行
う
こ
と
―
―
な
ど
を
規

定
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
企
業
側
の
禁
止
行
為
と

し
て
、
①
労
働
組
合
の
権
限
や
従
業

員
側
の
協
議
代
表
者
の
選
出
を
制

限
・
妨
害
す
る
こ
と
、
ま
た
は
従
業

員
側
の
代
表
者
に
報
復
攻
撃
す
る
こ

と
、
②
集
団
協
議
に
必
要
な
資
料
の

提
出
を
拒
否
す
る
こ
と
、
ま
た
は
捏

造
し
た
資
料
を
提
出
す
る
こ
と
、
③

集
団
協
議
の
調
停
を
拒
否
す
る
こ
と

―
―
を
あ
げ
て
い
る
。

　

従
業
員
側
の
禁
止
行
為
と
し
て
は
、

①
労
働
契
約
に
違
反
し
、
労
務
を
果

た
さ
な
い
こ
と
、
②
労
働
規
律
に
違

反
し
、
ま
た
は
様
々
な
手
段
で
従
業

員
に
職
場
か
ら
離
脱
す
る
よ
う
迫
る

こ
と
、
③
企
業
の
入
出
通
路
と
交
通

要
路
を
塞
ぎ
、
阻
害
し
、
ま
た
は
遮

断
し
、
人
員
・
物
資
な
ど
の
入
出
を

妨
害
し
、
企
業
設
備
、
工
具
ま
た
は

企
業
の
正
常
な
生
産
経
営
秩
序
お
よ

び
公
共
秩
序
を
破
壊
す
る
こ
と
―
―

を
あ
げ
て
い
る
。

紛
争
解
決
の
方
法
、
協
議
代

表
者
の
法
的
責
任

　

新
条
例
は
、
集
団
協
議
を
め
ぐ
る

労
使
紛
争
の
解
決
方
法
と
し
て
、
①

地
方
の
総
工
会
が
介
入
し
、
従
業
員

の
行
う
協
議
を
指
導
、
支
援
す
る
、

②
企
業
側
代
表
者
が
組
織
的
に
介
入

し
、
企
業
が
行
う
協
議
を
指
導
、
監

督
す
る
、
③
人
的
資
源
社
会
保
障
部

が
職
員
ま
た
は
集
団
協
議
専
門
家
を

派
遣
す
る
―
―
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
。

　

新
条
例
は
、
集
団
協
議
の
参
加
者

が
協
議
過
程
で
条
例
に
違
反
し
た
場

合
の
法
的
責
任
に
つ
い
て
、
協
議
の

代
表
者
が
企
業
秘
密
を
漏
洩
し
た
場

合
は
、
情
状
に
応
じ
て
民
事
上
、
刑

事
上
の
責
任
を
追
及
す
る
と
規
定
し

て
い
る
。

（
国
際
研
究
部
）

中
　
国

広
東
省
が
「
企
業
集
団
協
議
お
よ
び
集

団
契
約
条
例
」
を
公
布
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二
〇
一
四
年
八
月
二
七
日
、
韓
国

政
府
は
、
高
齢
者
の
退
職
後
の
所
得

保
障
を
強
化
す
る
た
め
、
私
的
年
金

（
退
職
年
金
）
の
役
割
を
拡
大
す
る

な
ど
の
内
容
を
含
ん
だ
「
私
的
年
金

活
性
化
対
策
」
を
発
表
し
た
。
少
子

高
齢
化
が
急
速
に
進
展
し
て
い
る
韓

国
で
は
、
高
齢
者
の
退
職
後
の
生
活

保
障
が
重
大
な
課
題
と
な
っ
て
お
り
、

こ
う
し
た
背
景
の
も
と
、「
私
的
年
金

活
性
化
対
策
」
は
打
ち
出
さ
れ
た
。

本
対
策
の
要
点
に
つ
い
て
、
今
日
ま

で
の
韓
国
に
お
け
る
高
齢
者
の
退
職

後
の
所
得
保
障
シ
ス
テ
ム
の
変
遷
を

整
理
し
な
が
ら
ま
と
め
て
み
た
い
。

急
速
な
高
齢
化 

―
―
ベ
ビ
ー

ブ
ー
ム
世
代
の
退
職

　

韓
国
で
は
、
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
世
代

（
１
）が
定
年
の
時
期
に
突
入
し
た
こ

と
か
ら
、
今
後
一
層
、
退
職
者
の
増

加
の
勢
い
は
増
し
て
い
く
と
予
想
さ

れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
中
、
二
〇
一

六
年
よ
り
六
〇
歳
定
年
制
が
義
務
化

さ
れ
る
な
ど
の
対
策
も
打
ち
出
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
中
高

年
層
が
五
〇
歳
代
で
退
職
を
迫
ら
れ

て
き
た
の
が
韓
国
社
会
の
実
情
で

あ
っ
た（
２
）。
退
職
後
の
生
活
の
た

め
に
は
、
再
就
職
を
せ
ざ
る
を
得
ず
、

そ
の
た
め
近
年
で
は
、
中
高
年
層
の

就
業
者
数
は
上
昇
傾
向
を
み
せ
て
い

る
（
図
表
）。
こ
れ
ま
で
政
府
も
、

高
齢
者
雇
用
促
進
法（
二
〇
〇
八
年
）

の
制
定
な
ど
を
通
じ
て
、
高
齢
者
の

雇
用
創
出
の
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
支

援
策
を
講
じ
て
き
た
が（
３
）、
高
齢

者
の
労
働
市
場
が
さ
ほ
ど
発
達
し
て

い
な
い
中
で
の
再
就
職
は
難
し
く
、

そ
の
結
果
、
非
正
規
職
や
零
細
自
営

業
者
と
し
て
働
か
ざ
る
を
得
な
い
中

高
年
層
の
割
合
は
高
く
な
っ
て
い
る
。

公
的
年
金
（
国
民
年
金
）
へ

の
不
安

　

退
職
後
の
所
得
を
保
障
す
る
た
め

の
公
的
年
金
制
度
と
し
て
は
、
国
民

年
金
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
韓

国
が
国
民
皆
年
金
を
達
成
し
た（
４
）

の
は
一
九
九
九
年
と
、
そ
の
歴
史
は

非
常
に
浅
く
、
そ
の
た
め
、
加
入
者

の
平
均
加
入
期
間
も
八
年
程
度
と
短

い
。
ま
た
、
二
〇
〇
七
年
に
は
国
民

年
金
法
が
改
正
さ
れ
、
所
得
代
替
率

（
５
）
が
、
そ

れ
ま
で
の
六

〇
％
か
ら
階

的
に
引
き
下

げ
ら
れ
、
二

〇
二
八
年
に

は
四
〇
％
に

ま
で
引
き
下

げ
る
よ
う
調

整
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
こ

と
も
あ
っ
て
、

も
は
や
公
的

年
金
は
退
職

後
の
所
得
保

障
と
し
て
十

分
な
役
割
を

果
た
せ
な
く

な
っ
て
い
る
。

事
実
、
高
齢

者
の
貧
困
率

を
見
て
も
韓

国
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ

Ｄ
諸
国
の
中

で
も
高
い
水

準
に
あ
る

（
６
）。
こ
う
し
た
現
状
に
加
え
、
高

齢
化
の
進
展
が
あ
ま
り
に
も
急
速
な

こ
と
も
あ
っ
て
、
国
民
年
金
制
度
の

存
続
そ
の
も
の
を
危
ぶ
む
声
も
あ
が

り
は
じ
め
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
不
十
分
で
不
安
定
と

も
言
え
る
公
的
年
金
制
度
を
補
う
形

で
、
こ
れ
ま
で
重
要
な
役
割
を
果
た

し
て
き
た
の
が
、
退
職
金
や
退
職
年

金
と
い
っ
た
私
的
な
退
職
給
付
の
仕

組
み
で
あ
る
。

私
的
年
金
（
退
職
年
金
）
へ

の
期
待

　

韓
国
の
退
職
給
付
制
度
は
、
一
九

五
三
年
に
成
立
し
た
勤
労
基
準
法
の

中
で
規
定
さ
れ
た
退
職
金
制
度
に
始

ま
る
。
任
意
で
あ
っ
た
こ
の
制
度
は
、

一
九
六
一
年
よ
り
法
定
に
よ
る
強
制

的
な
制
度
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
適

用
範
囲
の
拡
大
や
種
々
の
仕
組
み
が

付
加
さ
れ
る
な
ど
の
変
遷
を
経
て
現

在
に
至
っ
て
い
る（
７
）。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
退
職
金
制

度
は
、
定
年
退
職
前
に
退
職
金
を
精

算
し
て
労
働
者
に
支
給
す
る
こ
と
が

可
能
で
あ
り
、
し
か
も
そ
う
し
た
場

合
の
ほ
と
ん
ど
が
、
生
活
費
に
使
わ

れ
て
、
老
後
の
蓄
え
と
し
て
活
用
さ

れ
な
い
と
い
う
状
況
に
あ
っ
た
。
ま

た
、
企
業
が
倒
産
し
た
場
合
な
ど
は
、

労
働
者
へ
の
支
給
が
保
護
さ
れ
な
い

こ
と
も
あ
る
な
ど
、
退
職
後
の
生
活

保
障
に
は
不
確
定
な
面
も
あ
っ
た
。

と
り
わ
け
近
年
増
加
し
て
い
る
非
正

規
労
働
者
に
と
っ
て
は
、
長
期
勤
務

を
前
提
と
し
た
こ
の
退
職
金
制
度
は

老
後
の
保
障
と
な
り
得
る
も
の
で
は

な
か
っ
た
。

　

こ
う
し
た
中
、二
〇
〇
五
年
に「
勤

労
者
退
職
給
与
保
障
法
」
が
制
定
さ

れ
、
退
職
年
金
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し

た
。
こ
れ
に
よ
り
、
使
用
者
は
「
退

職
金
」
と
「
退
職
年
金
」
の
ど
ち
ら

か
の
制
度
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
っ
た
。
退
職
年
金
制
度
は
、
企

業
が
退
職
金
に
相
当
す
る
金
額
を
一

定
期
間
積
み
立
て
、
勤
続
期
間
が
一

年
以
上
の
労
働
者
を
対
象
に
、
退
職

時
に
一
時
金
ま
た
は
年
金
と
し
て
支

給
す
る
と
い
う
も
の
で
、
企
業
が
行

う
私
的
制
度
で
は
あ
る
が
、
法
律
に

基
づ
い
て
い
る
た
め
極
め
て
公
的
性

を
帯
び
た
制
度
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

退
職
年
金
制
度
で
は
、
確
定
給
付

型
年
金
（
Ｄ
Ｂ
）
と
確
定
拠
出
型
年

金
（
Ｄ
Ｃ
）
の
う
ち
の
ど
ち
ら
を
選

ぶ
の
か
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
そ
れ

ぞ
れ
の
割
合
に
つ
い
て
、
労
使
合
意

に
よ
っ
て
決
定
す
る
仕
組
み
で
あ
る
。

ま
た
、
退
職
年
金
制
度
は
、
退
職
金

制
度
の
よ
う
に
、
資
金
を
社
内
留
保

で
は
な
く
、
社
外
に
積
み
立
て
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
企
業
の
倒

産
時
に
も
労
働
者
は
退
職
給
付
を
受

け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
更
に
、

転
職
を
繰
り
返
す
労
働
者
の
た
め
に

は
「
個
人
退
職
貯
蓄
口
座
」
が
創
設

さ
れ
、
積
立
金
を
移
行
で
き
る
ポ
ー

タ
ビ
リ
テ
ィ
性
も
持
た
せ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
加
入
率
は
依
然
低

く
、
導
入
か
ら
九
年
が
経
過
し
た
今

も
、
加
入
率
は
一
六
％
程
度
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
。
と
く
に
中
小
零
細
企

業
の
導
入
率
が
低
く
、
大
方
の
中
小

零
細
企
業
は
退
職
金
制
度
を
採
用
し

韓
　
国

高
齢
者
の
退
職
後
の
所
得
保
障
を
強
化

―
―
私
的
年
金
活
性
化
対
策

図表　年齢別就業者の増減（前年比）
（単位：人、概数）

全体 15 ～ 19歳 20 ～ 29歳 30 ～ 39歳 40 ～ 49歳 50 ～ 59歳 60歳以上
2001年 416,000 －31,000 －33,000 30,000 284,000 60,000 108,000
2002年 597,000 －45,000 29,000 45,000 295,000 139,000 133,000
2003年 －30,000 －41,000 －152,000 －26,000 175,000 76,000 －62,000
2004年 418,000 －14,000 －14,000 －5,000 175,000 160,000 115,000
2005年 299,000 －15,000 －113,000 －59,000 99,000 265,000 124,000
2006年 295,000 －34,000 －146,000 14,000 102,000 236,000 122,000
2007年 282,000 2,000 －69,000 －101,000 77,000 258,000 115,000
2008年 144,000 －21,000 －98,000 －25,000 64,000 207,000 18,000
2009年 －71,000 －12,000 －115,000 －173,000 －24,000 198,000 54,000
2010年 323,000 26,000 －69,000 －4,000 29,000 294,000 47,000
2011年 415,000 23,000 －58,000 －47,000 58,000 291,000 149,000
2012年 437,000 4,000 －40,000 －30,000 11,000 270,000 222,000
2013年 385,000 －7,000 －43,000 －21,000 22,000 253,000 181,000

資料出所：韓国労働研究院（KLI）
※50～59歳の増加数は、2005年以降、世界金融危機の影響を受けた2009年を除くと、全て20万人を上回

っている。
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45

て
い
る
。
現
時
点
で
は
、
こ
の
よ
う

に
、
事
業
所
規
模
間
に
お
け
る
加
入

率
の
格
差
が
著
し
い
が
、
高
齢
化
が

急
速
に
進
む
中
で
、
政
府
は
こ
の
退

職
年
金
制
度
に
公
的
年
金
制
度
の
補

完
的
役
割
を
求
め
て
い
る
。
公
的
年

金
制
度
に
対
す
る
効
果
的
な
対
策
が

打
ち
出
せ
な
い
中
で
、
政
府
は
公
的

年
金
制
度
と
退
職
年
金
制
度
の
二
者

を
合
わ
せ
て
所
得
代
替
率
の
向
上
を

期
待
し
て
い
る
。

総
合
的
な
対
策
と
し
て
の 

私
的
年
金
活
性
化
対
策

　

八
月
二
七
日
に
発
表
さ
れ
た
「
私

的
年
金
活
性
化
対
策
」
は
、
老
後
の

所
得
保
障
の
充
実
化
を
目
的
に
、
退

職
年
金
な
ど
私
的
年
金
の
強
化
を
は

じ
め
、
税
制
・
金
融
対
策
か
ら
規
制

緩
和
を
も
含
ん
だ
総
合
的
な
対
策
と

な
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
退
職

金
と
退
職
年
金
と
い
う
二
元
化
さ
れ

て
い
る
現
状
を
、
今
後
、
退
職
年
金

制
度
に
一
元
化
し
て
い
く
こ
と
も
含

ま
れ
て
い
る
。
近
々
、
勤
労
者
退
職

給
付
保
障
法
を
改
正
し
、
二
〇
一
六

年
か
ら
退
職
年
金
制
度
へ
の
加
入
を

段
階
的
に
義
務
付
け
、
二
〇
二
二
年

に
は
退
職
年
金
制
度
へ
の
加
入
が
全

面
的
に
義
務
化
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

　

ま
た
、
退
職
年
金
制
度
へ
の
加
入

を
促
進
し
て
い
く
た
め
、
中
小
企
業

に
対
す
る
退
職
年
金
財
政
の
支
援
、

臨
時
労
働
者
を
含
む
勤
務
年
数
一
年

未
満
の
労
働
者
へ
の
対
象
の
拡
大
、

そ
の
他
、
一
時
金
と
し
て
の
受
給
よ

り
も
年
金
と
し
て
受
給
す
る
場
合
の

税
額
控
除
の
拡
大
―
―
等
、
退
職
年

金
制
度
加
入
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

を
高
め
て
い
く
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　

退
職
年
金
の
運
用
面
で
の
規
制
緩

和
対
策
と
し
て
は
、
運
用
を
銀
行
や

保
険
会
社
な
ど
に
任
せ
る
規
約
型
に

加
え
、
別
法
人
を
設
立
す
る
基
金
型

の
運
用
も
可
能
と
し
て
い
る
。
企
業

が
積
み
立
て
た
退
職
年
金
を
各
方
面

へ
投
資
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
収
益

の
拡
大
を
期
待
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

確
定
拠
出
型
年
金
（
Ｄ
Ｃ
）
に
お
い

て
は
、
株
式
、
債
券
、
不
動
産
等
、

い
わ
ゆ
る
リ
ス
ク
資
産
の
運
用
規
制

に
つ
い
て
、
そ
の
限
度
を
現
行
の
四

〇
％
か
ら
七
〇
％
に
緩
和
す
る
こ
と

も
盛
り
込
ん
で
い
る
。

　

今
後
、
労
働
市
場
か
ら
続
々
と
退

出
し
始
め
る
高
齢
者
の
生
活
保
障
対

策
の
た
め
、
韓
国
で
は
、
以
上
の
よ

う
に
、
公
的
年
金
と
退
職
年
金
―
―

将
来
的
に
は
個
人
年
金
の
拡
大
も
見

据
え
た
―
―
の
多
重
層
的
な
所
得
保

障
シ
ス
テ
ム
が
整
備
さ
れ
よ
う
と
し

て
い
る
。

私
的
年
金
活
性
化
対
策
に 

対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
声

　

以
上
の
よ
う
に
、
退
職
後
の
所
得

保
障
と
し
て
、
退
職
年
金
制
度
へ
の

期
待
が
高
ま
る
一
方
で
、
政
府
が
推

し
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
「
私
的
年

金
活
性
化
対
策
」
を
疑
問
視
す
る
意

見
が
、
専
門
家
や
報
道
機
関
等
か
ら

出
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ

れ
ら
の
要
旨
は
、
だ
い
た
い
次
の
よ

う
に
取
り
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ひ
と
つ
は
、
退
職
年
金
制
度
の
死

角
を
指
摘
す
る
声
で
あ
る
。
二
〇
二

二
年
に
全
事
業
所
に
企
業
年
金
制
度

が
義
務
付
け
ら
れ
た
場
合
の
退
職
年

金
の
加
入
者
は
一
〇
三
七
万
人
と
推

計
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
時
の
一
八
歳

か
ら
五
九
歳
の
人
口
は
三
二
九
七
万

人
と
な
る
こ
と
か
ら
、
加
入
者
は
三

割
程
度
に
と
ど
ま
る
。
す
な
わ
ち
、

七
割
の
人
が
加
入
で
き
な
い
こ
と
に

な
る
。
こ
の
中
に
含
ま
れ
る
低
所
得

の
自
営
業
者
等
は
、
い
わ
ば
退
職
年

金
制
度
の
死
角
に
取
り
残
さ
れ
る
人

た
ち
で
あ
る
。
前
述
の
と
お
り
、
国

民
年
金
の
所
得
代
替
率
は
非
常
に
低

い
状
況
に
あ
り
、
退
職
年
金
の
加
入

者
と
、
こ
の
死
角
に
取
り
残
さ
れ
た

人
た
ち
の
間
で
格
差
が
広
が
り
、
二

極
化
が
進
み
、
固
定
化
さ
れ
て
い
く

の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。

　

資
金
運
用
の
面
か
ら
み
る
と
、
退

職
年
金
制
度
が
全
面
義
務
化
さ
れ
た

場
合
、
運
用
資
金
は
財
閥
系
企
業
に

集
中
し
、
莫
大
な
資
金
の
運
用
が
可

能
と
な
る
。
そ
の
規
模
は
二
〇
三
〇

年
に
は
、
九
〇
〇
兆
ウ
ォ
ン
に
達
す

る
と
み
ら
れ
て
い
る
。
大
企
業
の
み

に
新
た
な
収
益
を
生
み
出
す
機
会
を

創
出
す
る
退
職
年
金
制
度
は
、
財
閥

系
企
業
で
な
い
と
生
き
残
れ
な
い
市

場
構
造
へ
と
変
え
て
い
く
こ
と
を
懸

念
す
る
声
も
あ
が
っ
て
い
る
。
政
府

の
政
策
は
「
庶
民
の
た
め
で
は
な
く
、

財
閥
の
た
め
の
政
策
で
あ
る
」
と

い
っ
た
批
判
的
な
意
見
も
出
て
い
る
。

　

ま
た
、
退
職
年
金
に
は
国
民
年
金

の
よ
う
な
物
価
上
昇
と
の
連
動
が
な

い
。
確
定
給
付
型
（
Ｄ
Ｂ
）
の
部
分

の
み
企
業
が
責
任
を
負
う
と
し
て
も
、

そ
の
他
の
損
失
の
リ
ス
ク
は
加
入
者

自
身
が
抱
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
で
、
国
の
責
任
に
よ
っ
て
裏
付
け

ら
れ
な
い
制
度
で
あ
る
。
公
的
年
金

で
あ
る
国
民
年
金
の
制
度
が
ま
だ
成

熟
し
て
な
い
状
況
に
あ
る
韓
国
に
お

い
て
は
、
退
職
年
金
制
度
と
い
っ
た

私
的
年
金
に
期
待
す
る
よ
り
も
、
本

来
は
国
の
責
任
に
お
い
て
、
国
民
全

て
に
老
後
の
所
得
機
能
と
し
て
の
役

割
を
果
た
す
国
民
年
金
を
充
実
化
、

強
化
し
て
い
く
べ
き
で
あ
り
、
私
的

年
金
は
、
あ
く
ま
で
も
確
実
な
公
的

年
金
制
度
の
上
に
付
加
的
に
築
か
れ

る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
政
府
の
推
進

し
よ
う
と
し
て
い
る
私
的
年
金
の
積

極
的
活
用
は
、
今
後
、
逆
に
公
的
年

金
を
委
縮
さ
せ
て
し
ま
う
も
の
と
な

る
、
と
憂
慮
す
る
声
も
多
い
。

［
注
］

１　

韓
国
の
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
は
朝
鮮
戦
争

後
の
一
九
五
五
年
～
一
九
六
三
年
生
ま

れ
。

２　

韓
国
で
一
般
的
な
年
功
賃
金
の
仕
組

み
が
、
若
手
と
中
高
年
層
の
賃
金
格
差

を
著
し
く
広
げ
、
そ
の
結
果
、
企
業
は

中
高
年
層
の
継
続
雇
用
に
負
担
を
感
じ
、

早
期
退
職
を
促
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

３　

高
齢
者
雇
用
促
進
法
等
、
高
齢
者
支

援
策
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。

 

Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

 
http://w

w
w

.jil.go.jp/foreign/basic_
inform

ation/korea/2013/kor-2.htm
 

厚
生
労
働
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

 
http://w

w
w

.m
hlw

.go.jp/w
p/hakusyo/

kaigai/14/dl/t4-04.pdf
４　

公
務
員
年
金
（
一
九
六
〇
年
）、
軍
人

年
金
（
一
九
六
三
年
）
等
の
導
入
に
続
き
、

国
民
年
金
（
一
九
八
八
年
）
が
導
入
さ

れ
た
。
国
民
年
金
の
対
象
者
は
事
業
所

の
労
働
者
に
限
定
さ
れ
て
い
た
が
、
そ

の
後
徐
々
に
対
象
者
が
拡
大
さ
れ
、
一

九
九
九
年
に
国
民
皆
年
金
が
達
成
さ
れ

た
。
な
お
、
二
〇
〇
八
年
か
ら
は
七
〇

歳
以
上
（
二
〇
〇
九
年
よ
り
六
五
歳
以

上
に
対
象
を
拡
大
）
の
所
得
下
位
の
高

齢
者
を
対
象
と
し
た
公
的
な
保
障
「
基

礎
老
齢
年
金
制
度
」
が
導
入
さ
れ
た
（
支

給
額
は
月
額
九
万
ウ
ォ
ン
程
度
）。

５　

加
入
者
の
平
均
所
得
に
対
す
る
目
標

年
金
額
（
四
〇
年
間
保
険
料
を
納
付
し

た
場
合
、
受
け
取
る
年
金
額
）
の
割
合
。

厚
生
労
働
省
大
臣
官
房
国
際
課
海
外
情

報
室
『
二
〇
一
三
年
海
外
情
勢
報
告
』

よ
り
。

６　

韓
国
の
六
五
歳
以
上
の
貧
困
率
（
中

位
所
得
者
の
五
〇
％
以
下
の
所
得
で
あ

る
割
合
）
は
四
八
・
六
％
で
あ
る
。
そ

の
他
主
要
国
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
。

日
本
（
一
九
・
四
三
％
）、
米
（
一
九
・

〇
六
％
）、英
（
一
〇
・
五
一
％
）、独
（
九
・

一
五
％
）、
仏
（
四
・
四
六
％
）。
日
本

の
み
二
〇
〇
九
年
時
点
の
デ
ー
タ
、
そ

の
他
は
二
〇
一
一
年
時
点
の
も
の
。
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
統
計
（
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
）
よ
り
。

７　

勤
労
基
準
法
に
よ
り
、
使
用
者
は
勤

続
年
数
が
一
年
以
上
の
労
働
者
に
は
退

職
金
を
支
払
う
義
務
が
あ
る
。
な
お
、

韓
国
の
退
職
金
の
仕
組
み
に
つ
い
て
は
、

「
韓
国
に
お
け
る
退
職
金
制
度
」
日
本

労
働
研
究
雑
誌
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
号

（
№
483
）
を
参
照
。

 
http://db.jil.go.jp/db/ronbun/zenbun/
F2001020056_ZEN

.htm

【
参
考
資
料
】

厚
生
労
働
省
大
臣
官
房
国
際
課
海
外
情
報

室
「
二
〇
一
三
年
海
外
情
勢
報
告
」

金
栄
淇
「
韓
国
に
お
け
る
退
職
金
制
度
」『
日

本
労
働
研
究
雑
誌
』
二
〇
〇
〇
年
一
〇

月
号
（
№
四
八
三
）

柳
在
廣
「
韓
国
の
退
職
給
付
制
度
の
現
状

と
課
題
」『
年
金
と
経
済
』
二
〇
一
〇
年

一
月
（
一
一
二
号
）

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
統
計
（
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
）

統
計
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

韓
国
労
働
研
究
院
（
Ｋ
Ｌ
Ｉ
）
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト

（
国
際
研
究
部
）


